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Ⅰ　はじめに

2018年 9月の時点で、日本貿易振興機構（JETRO）の調査によると 1,385社もの多くの日
本企業がマレーシアに進出している。マレーシアにおいて企業活動を行う場合には、現地の商
習慣や法律、マレーシア人の気質などを理解しなければ摩擦を生み、うまく経営できない。会
計に関しても同じである。
マレーシアは 1963年に成立した連邦立憲君主国であり、1981年 12月にマハティール元首
相が始め、アブドラ政権が継承した東方政策（ルックイースト政策）の影響もあり、極めて親
日的な国として知られている（Pew Research Center, 2013）。マレーシアから日本に多くの
留学生が派遣され、マレーシアの経済発展に大きく寄与している。
マレーシア経済及び会計制度の現状を詳細に把握し、マハティール政権下における政策や経
済及びその写像である会計情報を情報利用者に提供する会計制度を取りまく諸環境の変化が、
どのようにマレーシア会計に影響を与えたのかを整理する。次の段階における Schlesingerの
サイクル論と Parsonsの社会システム論を援用してマレーシア会計を評価する基礎とする。
長期的には、ASEAN諸国に対象を広げ、それぞれの会計制度およびその歴史的展開を明ら
かにし、サイクル論と社会システム論から評価することを目的としている。
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Ⅱ　マレーシア経済の現状

マレーシアは国土が約 33万平方キロメートルで、人口は 3,270万人の立憲君主制の国であ
る。日本の約 90％の面積に、約 26％の人口である。民族構成は、マレー系が 69.6％、中国系
が 22.6％、インド系が 6.8％、その他 1％となっている。宗教構成は、イスラム教が 61.3％、
仏教が 19.8％、キリスト教が 9.2％、ヒンドゥー教が 6.3％、儒教 ･道教等が 1.3％となって
いる 1。外交基本方針は、「ASEAN協力の強化、イスラム諸国との協力、大国との等距離外交、
南南協力、対外経済関係の強化が対外政策の基本。PKOには 1960年から積極的に参加。」で
ある。
マレーシアの 2020年における名目 GDPは 14,166億リンギット（マレーシア統計局）であ
り、一人あたり名目 GDPは 10,270ドル（IMF）である。それぞれ、1リンギット＝ 25.7円、
1ドル＝ 114円で換算すると、36兆 4,066億円、1,110,180円となる。世界銀行によると、現
在は中所得国に位置づけられているが、24～ 28年に高所得国入りへと予測されている
（JETRO2020）。マレーシア建国からの名目 GDPの推移をグラフにすると次のようになる。

マレーシアは建国以来、社会主義的な経済政策をとっており、中長期経済開発計画を立て実
施している。1970年代から積極的に電子産業の誘致に乗り出し、工業化が始まった（三木

1 外務省HP「マレーシア基礎データ」https://www.mofa.go.jp/mofaj/area/malaysia/data.html#section1
（2021年 11月 8日閲覧）

図 1 ： マレーシア名目 GDP の推移

（世界銀行のデータより作成）
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［2015］）。マハティール ･ビン ･モハマド政権下において、1986年 10月に外資企業への門戸
開放政策を行い、高度経済成長が始まった。1997年のアジア通貨危機、2009年にはリーマン
ショック、2014年から 2015年にかけては原油価格急落の影響によるリンギット急落等によ
り幾度かの GDPの落ち込みが見られるが、建国以来約 60年で急激な経済成長を遂げている
ことがわかる。
マレーシアの主要産業は、製造業（電気機器）、農林業（天然ゴム、パーム油、木材）及び

鉱業（錫、原油、LNG）である。2020年の輸出額は 9,809.9億リンギット、輸入額は 7,961.9
億リンギットであり、 1リンギット＝ 25.7円で換算すると、約 25兆 2,114億円と 20兆 4,620
億円となる。2020年の主要貿易相手国は、輸出が中国、シンガポール、米国の順、輸入も同
様に中国、シンガポール、米国の順となっている。（マレーシア統計局、IMF）
日本はこれまでマレーシアに、有償資金協力を 9,238億円、無償資金協力を 147億円、技

術協力を 1,196億円行っている。2020年のマレーシアから日本への輸出額は 17,005億円、日
本からマレーシアへの輸入は 13,435億円であった（財務省貿易統計）。マレーシアに進出し
ている日本企業は 1,385社となっている（JETROクアラルンプール 2018年 9月）。

Ⅲ　マレーシアにおける会計基準設定主体

（1） マレーシア公認会計士協会

マレーシア公認会計士協会（Malaysian Institute of Certifi cated Public Accountants : MICPA）
は 1958年に 1940-1946年会社条例（Companies Ordinancesm1940-1946）に基づいて当初 20名
のメンバーにより設立された職業会計士団体である。現在、MICPAには、3,200人以上のメンバー
と1,000人以上の候補者が登録されている。MICPAは、国際会計士連盟（IFAC）の創設メンバー
である（MICPA HP）。マレーシア公認会計士協会の歴史は表 3-1の通りである。
また、マレーシア公認会計士協会の目的は以下の通りである（MICPA, 2011）。

①会計理論及び会計実務をすべての側面において向上させること。
② メンバーの技術向上のため、試験及びその他の手段によって、求人・教育・訓練・評価を行
うこと。
③会計専門職の専門的な独立性を維持すること。
④実務上の高度な基準及び会員による専門的な行動を維持すること。
⑤公共実務・産業・商業・教育・公共サービスに関する会計上の専門性を向上させること。
マレーシア公認会計士協会の主要な活動は会計・監査・財務報告の基準を研究・開発・促進
させることである。マレーシア公認会計士協会は 1972年に最初のテクニカル・ステイトメン
トである「財務諸表の表示に関する勧告書」及び「監査報告書と限定事項」を公表している。
また、1975年に国際会計基準や国際監査基準を適用した最初の基準を公表している。新しい
基準の公表に当たって、マレーシア公認会計士協会は国内の法的規定及び実務との適合性を検
討する作業を行っている。結果として、国際会計基準審議会及び国際監査実務委員会が公表し
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た会計・監査基準の多くがマレーシアで国内基準化されている。
表 3-2は 1995年 12月現在のマレーシアで承認された会計基準（Approved Accounting 

Standards）であり、マレーシア公認会計士協会は IAS1から IAS31（一部 IASを除く）まで、
MAS1からMAS7までを公表している。
マレーシア公認会計士協会の会員数は、2020年 12月末において 3296名である。また、そ

の所属先は開業会計士が 425 人（13％）、監査法人が 925人（28％）、産業界が 1178人（36％）、
金融機関が 138人（4％）、公共機関が 22人（1％）、教育機関が 23人（1％）、退職者 508人
（15％）、コンサルタントおよびその他が 70人（2％）であり、全会員に占める女性の比率は
42％である（MICPA, Integrated Report 2020）。
マレーシア公認会計士協会は 30名で構成される審議会によって管理されており、現在の会

表 3-1　マレーシア公認会計士協会の歴史
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長は Dr. Veerinderjeet Singhであり、税務顧問会社 Tricor Tax and SdnBhdの取締役である。
監査法人 Ernst & Young, Malaysia のパートナー、内国歳入庁、学者、コンサルタント等の
経験がある人物である。また、審議会の副会長は、Dato’ Gan Ah Teeであり、BDOマレーシ
アのパートナーである。KPMGマレーシアのディレクターなど、監査、会計、ファイナンシャ
ルアドバイザリーの経験がある人物である。
マレーシア公認会計士協会の活動は委員会及びワーキング・グループによって行われている。

現在の委員会は、執行委員会、会計監査技術委員会、管理財務委員会、商業産業委員会、規律

表 3-2　マレーシアで承認された会計基準 （1995 年 12 月現在）
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委員会、教育訓練委員会、試験委員会、財務諸表調査委員会、政府委員会、債務超過実務委員
会、調査委員会、会員資格委員会、公共委員会、公共実務委員会、税金実務委員会などが存在
している（MICPA, 2011）。
マレーシア公認会計士協会は国際会計基準審議会（1975年参加）・国際会計士連盟（1977

年参加）・アジア太平洋会計士連盟（1976年参加）・アセアン会計士連盟（1977年参加）など
の国際団体に参加し、会計・監査基準の調和化に向け積極的に活動を行っている。
また、マレーシア公認会計士協会は国際会計基準審議会における基準アドバイザリー協議会
のメンバーとして活動している。協議会は会計の国際化プロジェクトにおいて審議会の意思決
定前のコンサルタント的な役割を果たしている。また、国際会計士連盟における教育委員会及
び国際監査実務委員会のメンバーとして活動している。さらに、マレーシア公認会計士協会は
国内における監査基準の公表に重点を置いており、協会の下部組織である会計監査技術委員会
は国際監査実務委員会におけるマレーシアの代表として国際監査基準の設定過程（ISA220, 
ISA240など）に直接的に関わっている。

（2） マレーシア会計士協会

マレーシア会計士協会（Malaysian Institute of Accountants : MIA）は 1967年会計士法の
もとで設立された法的団体であり、マレーシア会計士協会の歴史は表 3-3の通りである。
また、マレーシア会計士協会の役割は以下の通りである（MIA［2011］）。

①会計専門職及び倫理基準の促進と規制を行うこと。
②継続的教育及びグローバル経済に挑戦するための訓練を通して能力を高めること。
③メンバーの地位を向上させること。
④会計専門職の能力を向上させるための研究開発を行うこと。
⑤会計専門職に高度なセンスの社会的責任を教育すること。
マレーシア会計士協会の会長は Dr. Veerinderjeet Singhである。CEOは Dr. Nurmazilah 

Dato’ Mahzanという女性であり、マレーシア会計士協会の CEOに就任するまでは、マレー
シア会計基準委員会のメンバー、マレーシア内部監査研究所の理事、マレーシア公認会計士協
会の評議員、ペルサトゥアン ･エコノミー ･マレーシアの名誉会計士を務めていた。また、マ
レーシア会計士協会の会員数は 2019年 6月末現在 35,630人である。マレーシアでは、すべ
ての会社の監査人は、財務省の監査資格を入手する前に勅許会計士（Chartered Accountants, 
CA）または認可会計士（Licensed Accountants, LA）としてマレーシア会計士協会に登録し、
協会が発行した有効な実務証明書を入手しなければならない。2016年 6月末現在、勅許会計
士が 32,361名、認可会計士が 3名である。さらに、監査資格を入手するために、会社の監査人は
監査が必要な会社としてマレーシア会社委員会及びマレーシア会計士協会に登録しなければならな
い。マレーシア会計士協会に登録された会社は 2016年 6月現在 2,325社で、監査法人（Audit 
Firms）が 1,420社、非監査法人（Non-Audit Firms）が 905社である（MIA, Integrated Report 
2021, Annual Report 2016）。
マレーシア会計士協会は国際会計士連盟・アセアン会計士連盟・アジア太平洋会計士連盟な
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どの国際的・地域的専門職団体に参加し、会計士の世界的な発展に重要な役割を担っている。
国際会計士連盟では、国際監査実務委員会のテクニカル・アドバイザーとして、監査リスクモ
デルの形成及び国際監査基準・国際監査実務書の公表に関わっている。また、MIAは国連の
下部組織である経済社会審議会が 1982年に設立した ISAR（Intergovernmental Working 
Group of Experts on International Standards of Accounting and Reporting）の代表として、
中小規模産業の世界的なカリキュラム及び会計基準の検討を行っている。

（3） マレーシア会計基準審議会

マレーシア会計基準審議会（Malaysian Accounting Standards Board : MASB）は 1997年
財務報告法により、財務報告基金（Financial Reporting Foundation）とともに設立された組
織であり、マレーシア会計基準審議会の歴史は表 3-4の通りである。
マレーシア会計基準審議会が設立されるまでは、マレーシア公認会計士協会とマレーシア会
計士協会が会計基準設定主体としての役割を担っており、企業ニーズの変化に対応し、多くの
努力を要しないで、単純に会計基準を公表していた。しかし、これまでのシステムでは証券市
場及び将来の資本市場のニーズに対しては不適切であった。資本市場を発展させるためには、
会計基準設定のための構造的な枠組みが必要である。投資家は透明な財務報告制度を求めてお
り、会計士以外の関係者が基準設定過程に含まれるニーズが存在している。そこで、1993年に、
証券委員会は高水準の財務報告及び企業部門から開示を保証するための資本市場育成を目指

表 3-3　マレーシア会計士協会の歴史
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し、会計専門職及び会計基準の発展させることの必要性を強調した。その結果として、財務報
告基金及びマレーシア会計基準審議会の設立を勧告した（Amin, 2001, p.32）。
財務報告基金は信託団体であり、MASBの活動・財務・資金配分の監督を行っており、会
計基準設定に関し直接的な責任はない（MASB［2011］）。財務報告基金は財務省によって任
命された以下の 19人のメンバーで構成されている。財務省・中央銀行・証券委員会・会社委
員会・クアラルンプール証券取引所・MIA・MASBなどのパブリック・セクターの代表及び
上場会社・監査法人などのプライベートセクターの利害関係者で構成されている。現在の会長
は Dato’ Zainal Abidin Putihである。
マレーシア会計基準審議会は独立した団体であり、マレーシアの会計基準及び財務報告基準
の発展及び公表の業務を行っている。マレーシア会計基準審議会の機能と権限は以下のとおり
である（MASB, 2022、伊藤訳）。
・承認された会計基準として新しい会計基準を公表する。
・承認された会計基準、既存の会計基準として、見直し、改訂、または採用する。
・承認された会計基準の全部または一部を修正、代替、中断、延期、撤回、または取り消す。
・ 公報の全部または一部の発行、承認、レビュー、修正、代替、中断、延期、撤回、取り消し
を行う。
・ どのような名称であれ、財務報告に関する原則書、解釈およびその他の文書の全部または一
部の発行、承認、レビュー、修正、代替、中断、延期、取り消しを行う。
・将来の会計基準の提案または開発を行う。
・ 他の国内および国際的な会計基準設定機関と協力し、他の国内および国際的な会計基準の開
発を監視する。
・国際的に使用される一組の会計基準の開発に参加し、貢献する。
・会計の概念、原則、基準の内容を決定するために必要となるような公的な協議を行う。
・提案された会計基準を評価するための概念的枠組みを開発する。
・提案された会計基準の形式や内容に必要な変更を加える。

表 3-4　マレーシア会計基準設定主体の歴史
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・承認された会計基準の適用を監視し、その適切性と有効性が継続しているかを評価する。
・ 法によって付与されたまたは課された職能、または財務大臣が官報において公表する命令に
よって規定することができるその他の職能を実行する。
マレーシア会計基準審議会は財務省によって任命された 8人のメンバーで構成されている。
メンバーのうち、2名は会長および会計長であり、その他 6名のメンバーは財務会計および財
務報告に関する知識と経験を持つ者、および会計、法律、ビジネス、金融の一つ以上の分野で
知識と経験を持つ者によって構成される。現在の会長は Encik Mohamed Raslan Abdul 
Rahmanである（MASB, 2022）。
マレーシア会計基準審議会は設立後、現存する基準のうち 24の基準をマレーシアにおける

承認された会計基準として採用した（MASB, 2011） 。その後、図 3-1に示したような承認過
程を経て、MASB基準を公表している（MASB Standard Foreward, pp.9-10.）。

マレーシア会計基準審議会（Malaysian Accounting Standards Board; MASB）設立後は、
1997年「MASB基準（MASB Standards）」1998年「財務諸表の作成と表示に関するフレー
ムワーク（Framework for the Presentation of Financial Statements）」2001年「イスラム会
計基準（MASBi-1）」2006年「イスラム版テクニカルリリース（Technical Release i-1, i-2）、
2007年「中小企業財務報告基準（Private Entities Financial Reporting Standards）」、2010
年「財務報告基準（Financial Reporting Standards）」、2011年「マレーシア財務報告基準
（Malaysian Financial Reporting Standards）」、「2011年版概念フレームワーク（Conceptual 
Framework 2011）」、2013年「中小企業マレーシア財務報告基準（Malaysian Private Entities 
Financial Reporting Standards）」、「2018年版概念フレームワーク（Conceptual Framework 
2018）」など多くの会計基準が公表されており、表 3-5に示した通り、国際会計基準（IFRS/

図 3-1　MASB 基準の承認過程
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表 3-5 （No.2）　マレーシア会計基準 （2019 年）

表 3-5 （No.1）　マレーシア会計基準 （2019 年）
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IAS）と完全に一致している。
 さらに、マレーシア会計基準審議会は外部資源または利害関係者によるテーマがMASB基
準を公表する必要があると認識された場合、ワーキング・グループによるプロジェクトを実施
する。マレーシア会計基準審議会によって任命されたワーキング・グループがそのテーマを調
査研究する。ワーキング・グループのメンバーはマレーシア会計基準審議会が中心となり、外
部からは産業界・監査人・規制当局の代表が参加している。
マレーシア会計基準審議会は 1997年の設立以降、様々な会計基準を公表しており、2004
年 12月時点では、表 3-6に示したように、1つの概念フレームワーク（ディスカッションペー
パー）、33のMASB基準（1つはイスラム会計基準）を公表している。MASB基準 17（総合

表 3-6　マレーシアにおける会計基準 （2004 年 12 月現在）
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表 3-7　マレーシアの財務報告基準 （2006 年 4 月現在）

保険業）、MASB基準 18（生命保険業）、MASB基準 32（不動産開発業）、MASB基準 i-1（イ
スラム金融機関の財務諸表の開示）をのぞき、すべて国際会計基準に準拠した会計基準となっ
ている。また、2006年 4月時点では、表 3-7に示したように、MASB基準から財務報告基準
（Financial Reporting Standard; FRS）に名称を変更し（2004年 12月 29日に名称を変更）、
1つの概念フレームワーク（ディスカッションペーパー）と 38の財務報告基準を公表している。
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さらに、2010年 10月時点では、表 3-8に示したように、1つの概念フレームワーク、42の
財務報告基準、4つの TR、2つの SOPを公表している。

表 3-8　マレーシアの財務報告基準 （2011 年 11 月現在） No.1
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非公開会社以外の企業は、2012年 1月 1日以降に開始する会計年度に対して、MFRSフレー
ムワークが適用されるようになった。それまで FRSの適用を選択していた企業は、2018年 1
月 1日以降の期間において、マレーシア財務報告基準（Malaysian Financial Reporting 
Standards : MFRS）に準拠することとなった。2020年 1月 1日までに開始する、または同
日開始する会計年度にMFRSに準拠することが義務づけられた。2022年 1月現在のMFRS 
は表 3-9に示す通りである。（MASB, 2022）

Ⅳ　おわりに

本研究ノートでは、マレーシア会計の歴史的展開と社会システムとしての見地からマレーシ
ア会計を研究するための基礎研究として、マレーシア経済の現状とマレーシアの会計基準設定
主体を整理した。マレーシアの会計を取りまく環境を歴史的に整理し、どのようにマレーシア
会計に影響を及ぼしたのかを検討すること、および Schlesingerのサイクル論と Parsonsの
社会システム論を援用してマレーシア会計を評価することを今後の課題とする。
本研究ノートは、愛知学院大学ビジネス科学研究所の共同プロジェクトによる研究助成を受
けている。

表 3-8　マレーシアの財務報告基準 （2011 年 11 月現在） No.2
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表 3-9　マレーシア財務報告基準 （2022 年 1 月現在）
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